
松
下
電
器
産
業
に
お
け
る�

　
グ
ロ
ー
バ
ル
連
結
ベ
ー
ス
で
の
内
部
統
制�

自
己
点
検
―
監
査
責
任
者
の
評
価
―
事
業
ド
メ
イ
ン
社
長
が
内
部
宣
誓�

【特集】�

内
部
統
制
―
ど
う
埋
め
込
む
か
�

松
下
電
器
産
業�

専
務
取
締
役
　
Ｃ
Ｆ
Ｏ�

　

川
上
　
徹
也�

〇
二
年
の
米
国
企
業
改
革
法
（
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
）
を
契
機
と
し
て
、
わ
が
国

で
も
企
業
の
内
部
統
制
を
強
化
す
る
動
き
が
活
発
化
し
て
い
る
。
昨
年

末
、
金
融
庁
企
業
会
計
審
議
会
が
財
務
報
告
の
信
頼
性
を
強
化
す
る

〝
Ｊ
―

Ｓ
Ｏ
Ｘ
〞
を
公
表
し
た
の
に
続
い
て
、
こ
の
五
月
に
も
施
行
さ

れ
る
と
み
ら
れ
る
新
会
社
法
は
す
べ
て
の
大
会
社
に
内
部
統
制
シ
ス
テ

ム
の
基
本
方
針
の
決
定
を
取
締
役
会
で
行
う
よ
う
義
務
づ
け
て
い
る
。

こ
の
三
月
期
以
降
に
は
地
域
金
融
機
関
も
含
め
て
財
務
報
告
に
代
表
者

確
認
書
添
付
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
（
〇
三
年
四
月
施
行
の
内
閣
府

令
）
。
内
部
統
制
の
目
的
と
そ
の
本
質
は
何
か
。
ま
た
、
企
業
経
営
お

よ
び
金
融
機
関
経
営
は
ど
う
対
応
す
べ
き
な
の
か
。�

〇
二
年
七
月
の

Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
成
立
に
対
応

エ
ン
ロ
ン
、
ワ
ー
ル
ド
コ
ム
、
ゼ

ロ
ッ
ク
ス
な
ど
の
不
正
会
計
に
起
因

す
る
企
業
不
信
を
受
け
、
二
〇
〇
二

年
七
月
に
米
国
企
業
改
革
法
（
Ｓ
Ｏ

Ｘ
法：

S
arbanes

―O
xley

A
ct

of

2002

）
が
成
立
し
た
。

ア
メ
リ
カ
で
株
式
を
上
場
す
る
日

本
企
業
に
と
っ
て
は
、「
監
査
委
員

会
」
の
設
置
（
三
〇
一
条
）、
デ
ィ

ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
体
制
に
関
す
る
Ｃ

Ｅ
Ｏ
・
Ｃ
Ｆ
Ｏ
宣
誓
書
の
添
付
義
務

（
三
〇
二
条
）、
経
営
者
に
よ
る
内

部
統
制
の
評
価
と
年
次
報
告
書
（
フ

ォ
ー
ム
２０
―
Ｆ
）
へ
の
掲
載
義
務

（
四
〇
四
条
）、
な
ど
の
条
項
に
対

応
す
る
こ
と
が
課
題
に
な
っ
た
。

松
下
電
器
産
業
で
は
「
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
証
券
取
引
所
に
上
場
し
て
い
る

以
上
、
規
制
対
応
は
や
む
を
え
な

い
」
と
い
う
考
え
の
一
方
、「
本
来

行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
が
本
当
に
き
ち

松
下
電
器
産
業
は
米
国
企
業
改
革
法
が
本
格
適
用
さ
れ
る
〇
七
年
三
月
期
に
先
駆
け
、
〇
五
・
〇
六
年

三
月
期
か
ら
グ
ル
ー
プ
の
全
事
業
場
で
本
格
的
な
内
部
統
制
の
有
効
性
確
認
手
続
を
実
行
に
移
し
て
い

る
。
ポ
イ
ン
ト
は
毎
期
あ
ら
ゆ
る
業
務
で
担
当
者
が
内
部
統
制
手
続
の
整
備
・
運
用
状
況
を
自
己
点
検

し
、
そ
れ
を
事
業
ド
メ
イ
ン
ご
と
に
配
置
さ
れ
た
監
査
責
任
者
が
評
価
す
る
仕
組
み
を
設
け
た
こ
と
に

あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
事
業
ド
メ
イ
ン
社
長
が
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
内
部
宣
誓
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が

グ
ロ
ー
バ
ル
連
結
ベ
ー
ス
で
内
部
統
制
の
有
効
性
を
確
認
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
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企
業
不
祥
事
を
未
然
に
防
止
す
る
社
内
シ
ス
テ
ム�

銀
行
は
す
で
に
あ
る
内
部
統
制
を�

強
化
す
る
好
機�

【
特
集
】

内
部
統
制
―
ど
う
埋
め
込
む
か
�

Ｉ
Ｂ
Ｍ
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス�

マ
ネ
ー
ジ
ン
グ
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト�

　
　
　
　
近
藤
　
利
昭�

統
制
環
境
に
起
因
す
る

事
件

い
ま
、
ま
さ
に
企
業
に
内
部
統
制

が
求
め
ら
れ
る
時
代
で
あ
る
。
続
発

す
る
粉
飾
決
算
、
財
務
報
告
の
虚
偽

記
載
、
競
争
原
理
を
逸
脱
し
た
談
合

事
件
、
総
会
屋
に
対
す
る
利
益
供
与

な
ど
会
社
ぐ
る
み
の
犯
罪
か
ら
、
顧

客
預
金
の
巨
額
横
領
、
詐
欺
と
い
っ

た
金
融
機
関
職
員
の
不
正
行
為
ま
で

大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

社
会
生
活
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
た

シ
ス
テ
ム
障
害
も
記
憶
に
新
し
い
。

昨
年
八
月
、
経
済
産
業
省
「
企
業

行
動
の
開
示
・
評
価
に
関
す
る
研
究

会
」
が
と
り
ま
と
め
た
中
間
報
告

「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
及
び

リ
ス
ク
管
理
・
内
部
統
制
に
関
す
る

開
示
・
評
価
の
枠
組
に
つ
い
て
―
構

築
及
び
開
示
の
た
め
の
指
針
―
」
で

は
、
最
近
の
企
業
不
祥
事
を
Ｃ
Ｏ
Ｓ

Ｏ
（
米
国
ト
レ
ッ
ド
ウ
ェ
イ
委
員
会

組
織
委
員
会
の
頭
文
字
）
内
部
統
制

の
構
成
要
素
別
に
分
析
し
て
い
る

（
表
１
）。

こ
の
調
査
で
は
、
お
も
に
内
部
統

制
の
核
と
な
る
統
制
環
境
に
起
因
す

る
事
故
・
事
件
が
多
い
と
の
結
果
が

示
さ
れ
て
い
る
。
企
業
経
営
者
に

は
、
内
部
統
制
の
構
築
や
再
設
計
、

対
外
的
・
対
内
的
に
強
く
求
め
ら
れ

る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
（
説
明
責

任
）、
適
正
な
情
報
開
示
、
透
明
性

の
高
い
企
業
経
営
が
喫
緊
の
課
題
と

し
て
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
企
業
不

祥
事
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た

め
に
社
内
に
構
築
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム

が
「
内
部
統
制
」
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
あ
る
。

健
全
な
経
営
を
推
進
す
る

歯
車

!
内
部
統
制
"
と
は
一
言
で
表
わ

せ
ば
!
プ
ロ
セ
ス
"
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
英
語
のInternal

C
ontrol

を
訳
し
た
も
の
だ
が
、!
統
制
"
と

い
う
語
感
が
厳
し
く
む
ず
か
し
い
印

象
を
与
え
る
。
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
で
は
「
内

部
統
制
は
、
#
業
務
の
有
効
性
・
効

率
性
、
$
財
務
報
告
の
信
頼
性
、
%

関
連
法
規
の
遵
守
と
い
っ
た
目
的
の

達
成
に
関
し
て
合
理
的
な
保
証
を
提

供
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
、
事
業
体

の
取
締
役
会
や
経
営
者
そ
の
他
の
構

成
員
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
プ
ロ
セ

ス
」
と
定
義
さ
れ
る
が
、
わ
か
り
に

く
い
。

内
部
統
制
は
、
あ
る
単
一
的
な
事

象
や
状
況
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、

有
名
企
業
の
不
祥
事
が
続
く
な
か
、
新
会
社
法
や
証
券
取
引
法
な
ど
内
部
統
制
に
関
連
す
る
法
制
化
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。
内
部
統
制
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
多
い
が
、
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ

（
説
明
責
任
）」
だ
。
不
可
避
な
コ
ス
ト
と
と
ら
え
ず
に
企
業
価
値
を
高
め
る
将
来
へ
の
投
資
と
考
え
、

身
の
丈
に
あ
っ
た
内
部
統
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
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業
務
シ
ス
テ
ム
と
連
携
し
、�

　
　
リ
ス
ク
を
可
視
化
し
て
経
営
効
率
化�

期
待
Ｃ
Ｆ
の
増
加
と
リ
ス
ク
の
低
下
を
通
じ
て
株
主
価
値
上
昇
へ�

【
特
集
】

内
部
統
制
―
ど
う
埋
め
込
む
か
�

あ
す
か
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト�

チ
ー
フ
フ
ァ
ン
ド
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー�

　
　
光
定
　
洋
介�

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
一
手
法

企
業
は
、
そ
の
事
業
に
「
ヒ
ト
」

「
モ
ノ
」「
カ
ネ
」「
情
報
」
と
い
っ

た
経
営
資
源
を
投
入
し
、
社
会
の
枠

組
み
の
な
か
で
付
加
価
値
を
生
み
出

し
、
企
業
価
値
を
最
大
化
す
る
経
営

目
標
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
経
営
目

標
達
成
の
た
め
に
、
経
営
資
源
の
配

分
と
取
引
決
定
の
広
範
な
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
（
業
務
執
行
権
）
を
も
つ
の
が

経
営
陣
で
あ
り
、
経
営
陣
に
は
株
主

か
ら
付
託
さ
れ
た
広
範
な
権
限
が
あ

る
と
同
時
に
そ
れ
を
運
営
す
る
責
任

が
あ
る
。

内
部
統
制
と
は
、
企
業
が
社
内
の

業
務
活
動
や
組
織
運
営
の
あ
り
方
を

自
ら
統
制
し
、
株
主
や
取
引
先
な
ど

ス
テ
ー
ク
・
ホ
ル
ダ
ー
の
信
頼
を
高

め
る
手
法
で
あ
り
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
一
つ
で
あ
る
。
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
は
、
企
業

価
値
最
大
化
の
目
標
に
対
し
て
、
企

業
の
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
メ

カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
に
は
、
株
主
や
メ
イ
ン
バ
ン
ク
に

代
表
さ
れ
る
債
権
者
が
会
社
の
外
部

か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
、
取
締
役
会
に
よ
る
規
律
付
け

や
内
部
統
制
の
よ
う
に
会
社
の
内
部

か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
メ
カ
ニ
ズ

ム
が
あ
る
（
別
表
）。

企
業
の
粉
飾
決
算
や
法
令
違
反
事

件
の
発
生
は
、
当
該
企
業
の
株
価
下

落
と
い
っ
た
た
ん
な
る
株
式
価
値
の

減
少
だ
け
で
は
な
く
、
企
業
を
と
り

ま
く
さ
ま
ざ
ま
な
ス
テ
ー
ク
・
ホ
ル

ダ
ー
に
重
大
な
悪
影
響
を
も
た
ら

す
。
こ
の
ス
テ
ー
ク
・
ホ
ル
ダ
ー
の

範
囲
は
、
株
主
、
債
権
者
、
顧
客
、

役
職
員
、
取
引
先
、
消
費
者
、
規
制

当
局
な
ど
に
加
え
、
企
業
活
動
の
広

域
化
・
国
際
化
に
伴
い
直
接
・
間
接

に
企
業
活
動
に
関
連
す
る
新
た
な
利

害
関
係
者
や
環
境
問
題
に
代
表
さ
れ

る
地
域
社
会
へ
と
広
が
り
を
み
せ
て

い
る
。

企
業
は
「
ヒ
ト
」「
モ
ノ
」「
カ
ネ
」「
情
報
」（
経
営
資
源
）
を
事
業
に
投
入
し
て
付
加
価
値
を
生
み
出
す

仕
組
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
営
資
源
の
あ
り
方
が
変
化
し
て
い
る
た
め
、
内
部
統
制
が
重
要
に
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。
内
部
統
制
は
期
待
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
増
加
と
リ
ス
ク
プ
レ
ミ
ア
ム
の
低
下
を
通
じ

て
、
株
主
価
値
上
昇
に
寄
与
し
う
る
。
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す
で
に
対
応
で
き
て
い
る

は
ず
の
も
の

　

い
ま
、
日
本
中
の
企
業
や
Ｉ
Ｔ
・

監
査
関
連
業
界
で
「
内
部
統
制
を
ど

う
構
築
す
る
か
」
が
話
題
と
な
っ
て

い
る
。
新
会
社
法
で
も
「
内
部
統
制

シ
ス
テ
ム
」
の
確
立
が
要
求
さ
れ
て

い
る
。
金
融
界
で
も
戸
惑
い
が
多
い

よ
う
だ
が
、
一
連
の
内
部
統
制
で
求

め
ら
れ
る
内
容
は
す
べ
て
、
金
融
検

査
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
の
も
と
と
な
っ

た
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
レ
ポ
ー
ト
の
流
れ
を
く

む
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
日
常

の
業
務
を
遂
行
す
る
う
え
で
存
在
し

て
し
か
る
べ
き
管
理
や
監
督
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
金
融
庁
の
監
督
を

受
け
な
が
ら
内
部
管
理
態
勢
を
整
備

し
て
い
る
こ
と
、
市
場
の
信
頼
を
得

な
け
れ
ば
い
け
な
い
立
場
に
あ
る
こ

と
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
す
で
に
対
応

で
き
て
い
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

　

い
ま
内
部
統
制
の
確
立
が
求
め
ら

れ
て
い
る
の
は
、
現
状
の
内
部
統
制

に
問
題
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
内
部
統
制
と
は
経
営
者
が
先
頭

に
立
っ
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ

る
。
大
和
銀
行
事
件
の
大
阪
高
裁
の

判
決
文
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、「
内

部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
構
築
お
よ
び
実

施
は
、
証
券
取
引
業
務
を
行
う
銀
行

の
業
務
執
行
取
締
役
（
平
取
締
役
お

よ
び
監
査
役
に
つ
い
て
も
同
様
）
に

と
っ
て
、
そ
の
基
本
的
な
組
織
運
営

の
あ
り
方
に
か
か
わ
る
重
要
な
任

務
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
金
融

機
関
と
い
う
器
を
預
か
る
経
営
者

は
、「
自
主
的
に
確
立
す
べ
き
も

の
」
に
対
し
て
制
度
上
の
要
請
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
重
要
性
を
認
識

す
る
必
要
が
あ
る
。

　

新
生
銀
行
は
委
員
会
等
設
置
会
社

で
あ
り
、
内
部
統
制
規
定
を
備
え
て

い
る
。
内
部
統
制
規
定
は
取
締
役
会

の
内
部
統
制
に
関
す
る
責
任
や
、
監

査
委
員
会
に
関
す
る
事
項
、
情
報
管

理
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
お
よ
び
内

部
監
査
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
、
法

令
や
社
会
的
規
範
の
遵
守
お
よ
び
新

生
グ
ル
ー
プ
の
企
業
風
土
醸
成
の
た

め
に
「
企
業
倫
理
憲
章
」
を
決
定

し
、
周
知
し
て
い
る
。
さ
ら
に
組
織

の
指
針
と
な
る
「
新
生
バ
リ
ュ
ー
」

に
も
「
誠
実
さ
」
と
「
責
任
」
を
含

み
、「
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
、
顧
客
保
護
の
堅
実
な
適
用
を
含

め
た
結
果
に
責
任
を
も
つ
」
と
明
記

し
て
い
る
。

「
文
書
化
」
を 

業
務
効
率
化
の
契
機
と
し
て

　

内
部
統
制
の
構
築
に
つ
い
て
は
、
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「文書化」の作業は現場�
　のＢＰＲと考えよ�
�内部統制は経営者自らの身を守る�

「
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
」
は
、
何
か
新
し
い
も
の
を
作
り
出
す
こ
と
で
は
な
い
。
い
ま
ま
で
組
織
を
正
常

に
機
能
さ
せ
て
き
た
管
理
や
監
督
手
法
を
経
営
者
自
ら
が
見
直
し
、
そ
こ
に
経
営
者
の
考
え
を
吹
き
込

み
、
ま
た
ほ
こ
ろ
ん
だ
と
こ
ろ
を
継
続
的
に
修
正
し
て
い
く
作
業
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
内
部
統
制
の

「
文
書
化
」
や
内
部
監
査
部
門
を
有
効
に
使
う
べ
き
で
あ
る
。




